
 

津幡町農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項 

 

農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」といいます。）の任期が令和８年7月19日

に満了することから、津幡町農業委員会の委員（以下「農業委員」といいます。）と連携

して担当区域ごとに活動する推進委員を募集します。 

 

１．推進委員の募集人数、任期等 

(1) 募集人員 第1区 1人、第2区 2人、第3区 2人、第4区 2人 

第5区 3人、第6区 2人、第7区 3人  計15人 

(2) 任期 農業委員会が委嘱する日（令和８年7月20日予定）から令和11年7月19日 

(3) 身分 津幡町の特別職の非常勤職員 

(4) 報酬 町長が条例等で定める額 

 

２．主な活動内容 

担当区域における現場活動（農地の現地確認や調査、農地所有者や耕作者との面談

など）を行います。 

その他、必要に応じて農業委員会総会等に出席します。 

【主な業務】 

(1) 担い手への農地の集積・集約化 

(2) 耕作放棄地の発生防止・解消 

(3) 新規参入の促進 

(4) 農家からの相談対応及び農家への助言・指導 

(5) 地域計画における目標地図の作成及び話合いへの参加 

(6) 違反転用等の是正・指導 

 

３．応募資格 

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業

委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる方。 

ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者 

(2) 拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

 

４．推薦・応募の手続 

  所定の申込書に必要事項を記入の上、持参又は郵送により、津幡町農業委員会事務

局（津幡町農林振興課内）へ提出してください。 

（FAX、電子メール等による申込みはできません。） 

(1) 農業者が推薦する場合 ・・・・・・・・・・・様式第1号「推薦申込書」を使用 

(2) 農業団体その他の関係者が推薦する場合 ・・・様式第2号「推薦申込書」を使用 

(3) 本人が応募する場合 ・・・・・・・・・・・・様式第3号「応募申込書」を使用 



５．推薦・応募の受付 

 令和８年3月23日（月）から令和８年4月24日（金）まで【必着】 

※申込書を持参する場合は、役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに 

津幡町農業委員会事務局（津幡町農林振興課内）に提出してください。 

 

６．募集要項及び申込書の入手方法 

募集要項及び申込書は、津幡町のホームページにてダウンロード、 

又は津幡町農業委員会事務局（津幡町農林振興課内）の窓口に備え付けてあります。 

 

７．選考方法 

書類審査のほか、必要に応じて面接を実施し、選考します。 

（面接を行う場合は、別途お知らせします。） 

 

８．その他 

(1) 選考結果は、令和８年６月中旬までに推薦をする者又は応募する者へ文書により 

通知します。 

(2) 受付期間中及び受付期間の終了後、法令の規定に基づき、推薦及び応募に関する 

情報を津幡町のホームページで公表します。 

 

９．注意事項 

(1) 推進委員は、農業委員と兼務することはできません。 

(2) 提出された申込書は、返却しません。 

(3) 推薦又は応募に係る経費は、全て推薦をする者又は応募する者の負担となります。 

(4) 申込書に記入された内容に係る確認を行うため、必要に応じて関係機関に対して 

照会します。 

(5) 申込書は、本人の署名又は、記名押印が必要です。 

※｢署名｣…本人が自らの氏名を自署すること(法人の場合は、代表者が自らの 

氏名を代表者氏名として自署すること) 

※｢記名｣…署名以外の方法で本人の氏名を記載すること(パソコン等による印字、 

ゴム印の押印、本人以外の者が手書きで本人の氏名を書くこと等) 

 

10．申込書の提出先、問い合わせ先 

〒929-0393  津幡町字加賀爪ニ3番地 

津幡町農業委員会事務局（産業建設部農林振興課内） 

℡ 076-288-6704(直通)  FAX 076-288-6470 

 

 

 

 

 

 

 



 

（推進委員の募集区域） 

区域 担当区域 募集人数 

第1区 津幡、清水、庄、加賀爪、緑が丘 1人 

第2区 南中条、北中条、太田、潟端、浅田、浅谷、湖東 2人 

第3区 

杉瀬、倉見、田屋、岩崎、七黒、鳥越、山北、蓮花寺、宮田、 

鳥屋尾、篭月、大畠、莇谷、笠池ケ原、彦太郎畠、吉倉、八ノ谷、 

市谷、大熊 

2人 

第4区 川尻、中橋、五反田、中須加、井上の荘、横浜 2人 

第5区 
舟橋、加茂、能瀬、領家、谷内、御門、下矢田、上矢田、中山、 

種、小熊、池ケ原、興津、菩提寺、平野 
3人 

第6区 上大田、下河合、上河合、瓜生、牛首 2人 

第7区 

竹橋、富田、刈安、越中坂、坂戸、上野、河内、九折、倶利伽羅、 

山森、原、七野、東荒屋、明神、井野河内、大坪、別所、下藤又、 

仮生、材木、下中、朝日畑、相窪、南横根、北横根、大窪、 

上藤又、常徳、旭山 

3人 

 


